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平成２０年草加市議会１２月定例会 市長提出議案等一覧 

 

【議案】 

 第７３号議案 平成２０年度草加市一般会計補正予算（第３号） 

 第７４号議案 平成２０年度草加市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

第７５号議案 平成２０年度草加都市計画新田西部土地区画整理事業特別会計補正予

算（第２号） 

第７６号議案 平成２０年度草加市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

第７７号議案 草加市立図書館協議会条例等の一部を改正する条例の制定について 

第７８号議案 草加市立歴史民俗資料館設置及び管理条例の制定について 

第７９号議案 草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例及び草加市旅館業の規

制に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

第８０号議案 （仮称）草加市リサイクルセンター整備事業請負契約の変更契約の締結

について 

第８１号議案 財産の取得について 

第８２号議案 訴訟上の和解について 

第８３号議案 指定管理者の指定について 

～        ～  

第９２号議案 指定管理者の指定について  

第９３号議案 市道路線の廃止について  

第９４号議案 市道路線の認定について 

第９５号議案 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

【報告】 

第２５号報告 専決処分の報告について 

 

【請願】 

 請願第 ３号 食の安全確保のため、膨大な放射能を放出している青森県「六ヶ所再処

理工場」の稼働の中止とその閉鎖を求める意見書の提出に関する請願

書 

 請願第 ４号 独立行政法人都市再生機構が２００９年４月の家賃値上げを行わない

ことを求める意見書提出に関する請願書 

 請願第 ５号 ミニマムアクセス米の輸入中止を求める請願 
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議 案 

第７３号議案 平成２０年度草加市一般会計補正予算（第３号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　歳入・歳出補正予算額　　　　 　　　 　　  ６６４，２９８千円
　　補正後の歳入・歳出予算額　　 ６２，６６９，８９７千円

補正予算の主な内容
　歳　入 (千 円)

款 補　正　額    主　　　な　　　内　　　容
８  地方特例交付金 12,925  ・ 地方道路譲与税減収補てん臨時交付金 2,101

 ・ 自動車取得税減収補てん臨時交付金 10,824
９  地方交付税 23,550  ・ 普通交付税
１３ 国庫支出金 974,964 ①障害者自立支援医療費負担金 21,651

②被用者児童手当負担金 7,808
③非被用者児童手当負担金 -1,356
④特例給付負担金 4,640
⑤被用者小学校修了前特例給付負担金 4,346
⑥非被用者小学校修了前特例給付負担金 -1,508
⑦生活保護費負担金 262,055
⑧まちづくり交付金（今様・草加宿公園整備） 678,100
⑨まちづくり交付金（新田西部地区公園整備） -2,172
⑩総合流域防災事業費補助金 1,400

１４ 県支出金 72,034 ⑪障害者自立支援医療費負担金 10,825
⑫被用者児童手当負担金 976
⑬非被用者児童手当負担金 -1,356
⑭被用者小学校修了前特例給付負担金 4,346
⑮非被用者小学校修了前特例給付負担金 -1,508
⑯生活保護費負担金 20,469
⑰総合流域防災事業費補助金 1,400
⑱震災に強いまちづくり支援事業費補助金 3,500
⑲乳幼児医療費支給事業補助金 28,716
⑳保育対策等促進事業費補助金 4,666

１６寄附金 100 ◆環境政策費寄附金
１７繰入金 91,675  ・ 財政調整基金繰入金
１９諸収入 150 ● 道路施設管理者賠償責任保険金
２０市債 -511,100 ▲公園整備整備事業債 -2,500

★今様・草加宿公園整備事業債 -508,600
合　　　　計 664,298
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　歳　出 (千 円)
款 補　正　額    主　　　な　　　内　　　容

１ 議会費 300  ・ 人件費
２ 総務費 58,319  ・ 個人市民税の賦課調定事務 26,779

◆ 環境施策推進事業 100
 ・ スポーツ振興事業            　　　　　　           9,600
 ・ 人件費 21,840
⑩⑰⑱危機管理体制整備事業　【財源振替】

３ 民生費 472,023 ①⑪自立支援居宅給付事業 43,301
 ・ 介護保険特別会計繰出金　　　　　　　 18,295
 ・ 介護サービス利用者負担額補助事業 8,980
 ・ 子育て相談事業 871
⑲こども医療・ひとり親家庭等医療費支給事業 61,977
②～⑥⑫～⑮児童手当・特例給付事業 18,840
 ・ 児童扶養手当・特別児童扶養手当等事業 3,193
⑳民間保育推進事業 7,000
 ・ 放課後児童健全育成事業 1,200
⑦⑯生活保護事業 349,406
 ・ 人件費 -41,040

４ 衛生費 7,200  ・ 人件費
５ 労働費 1,150  ・ 人件費
６ 農林水産業費 -3,920  ・ 人件費
７ 商工費 14,820  ・ 人件費
８ 土木費 61,706  ・ 新田西部土地区画整理事業特別会計繰出金 -14,967

⑨▲公園広場等整備事業                         165,046
 ●公共用地（道路・水路）管理事業 150

 ・ 公共下水道事業特別会計繰出金 -21,500
⑧★今様・草加宿綾瀬川左岸広場再生整備事業　 -13,973
 ・ 人件費 -53,050

９ 消防費 900  ・ 人件費
１０教育費 51,800  ・ 人件費

合　　　　計 664,298

・債務負担行為
　　追加（新規設定分） あずま保育園建替事業（平成２０年度～平成２１年度）　　  限度額 　　　９，６４６千円
　　追加（新規設定分） 放課後児童健全育成事業 （平成２０年度～平成２６年度） 限度額 　　１９，７７５千円
　　追加（新規設定分） 排水路整備事業（平成２０年度～平成２１年度）　 　　　 　　限度額 　１２２，８５０千円
　　追加（新規設定分） 道路舗装改良事業（平成２０年～平成２１年度）　　　　　　　限度額   １４８，８００千円
　　追加（新規設定分） 学校給食推進事業（中学校）（平成２０年度～平成２３年度）

　　 　　　　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　 　　　　限度額 　１３０，２００千円
　　追加（新規設定分） 校舎等耐震補強事業（小学校）（平成２０年度～平成２１年度）限度額 ４９，４４３千円　
　　追加（新規設定分） 校舎等耐震補強事業（中学校）（平成２０年度～平成２１年度）限度額 ５３，３２９千円　
　　追加（新規設定分） 清門小学校校舎増築事業（平成２０年度～平成２６年度）　　限度額　 ９８，８７５千円　
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第７４号議案 平成２０年度草加市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

　　歳入・歳出補正予算額　　  　　 　　　　　　　     　△２１，５００千円
　　補正後の歳入・歳出予算額　 ９，８２４，７１４千円

補正予算の主な内容
　歳　入 (千 円)
　　　　      款  補　正　額 　    　主　　　な　　　内　　　容
４ 繰入金 -21,500 ・一般会計繰入金
　　 合      　　計 -21,500

　歳　出 (千 円)
　　　　款 補　正　額 　　　主　　　な　　　内　　　容
３ 公債費 -21,500 ・地方債償還元金 36,832

・地方債償還利子 -58,332
合　　　　計 -21,500

・債務負担行為
　　追加（新規設定分）公共下水道汚水整備事業（平成２０年度～平成２１年度）　限度額　　７，２６６千円
　　追加（新規設定分）公共下水道雨水整備事業（平成２０年度～平成２１年度）　限度額　１６，８００千円

 

第７５号議案 平成２０年度草加都市計画新田西部土地区画整理事業特別会計補正予算

（第２号） 

 △１８９，３６７千円
１，９０７，３５４千円

補正予算の主な内容
　歳　入 (千 円)
　　　　      款  補　正　額 　    　主　　　な　　　内　　　容
４ 繰入金 -14,967  ・ 一般会計繰入金
７ 市債 -174,400 △土地区画整理事業債
　　 合      　　計 -189,367

　歳　出 (千 円)
　　　　      款  補　正　額 　    　主　　　な　　　内　　　容
２ 事業費 -189,367 △公共施設整備等関連事業

△物件移転補償関連事業　　【財源振替】
　 　合　      　計 -189,367
・継続費（変更）
　 長栄町第７公園下雨水貯留槽築造工事　年割額　平成２０年度　４６６，７２５千円  ⇒  ２７７，３５８千円　

　　　　　　　　　　　　　 年割額　平成２１年度　４６６，７２５千円　⇒　２７７，３５７千円　

　　歳入・歳出補正予算額　　　　 　   　
　　補正後の歳入・歳出予算額　　  　　   
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第７６号議案 平成２０年度草加市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　歳入・歳出補正予算額　　  　　 　　　 　　　１９，４３６千円
　　補正後の歳入・歳出予算額　 ７，３０１，９２５千円

補正予算の主な内容
　歳　入 (千 円)

款 補　正　額 主　　　な　　　内　　　容
３ 国庫支出金 1,141 ◎介護保険事業費補助金
７ 繰入金 18,295 ・一般会計繰入金

合　　計 19,436

　歳　出 (千 円)
款 補　正　額 　　　主　　　な　　　内　　　容

１ 総務費 19,436 ◎介護保険一般事務
合　　　　計 19,436
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第７７号議案 草加市立図書館協議会条例等の一部を改正する条例の制定について 

１ 目的 

図書館法等の一部改正に伴い、草加市立図書館協議会等の委員の選出区分に係る規

定の整備を行うものです。 

２ 内容 

⑴ 草加市立図書館協議会条例の一部改正 

      現 行           改正後 

   ・学校教育の関係者     ・学校教育の関係者 

   ・社会教育の関係者     ・社会教育の関係者 

   ・学識経験のある者     ・家庭教育の向上に資する活動を行う者【追加】 

                 ・学識経験のある者 

⑵ 草加市社会教育委員設置条例の一部改正 

      現 行           改正後 

   ・学校教育の関係者     ・学校教育の関係者 

   ・社会教育の関係者     ・社会教育の関係者 

   ・学識経験のある者     ・家庭教育の向上に資する活動を行う者【追加】 

                 ・学識経験のある者 

⑶ 草加市公民館運営審議会条例の一部改正 

      現 行           改正後 

   ・社会教育の関係者     ・学校教育の関係者【追加】 

   ・学識経験のある者     ・社会教育の関係者 

                 ・家庭教育の向上に資する活動を行う者【追加】 

                 ・学識経験のある者 

３ 施行期日 

公布の日 

 

第７８号議案 草加市立歴史民俗資料館設置及び管理条例の制定について 

１ 目的及び内容 

文化財の更なる有効活用と施設の管理運営の充実を図るため、施設の管理者を指定

管理者から教育委員会に改めるものです。 

２ 施行期日 

平成２１年４月１日 
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第７９号議案 草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例及び草加市旅館業の

規制に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

１ 目的 

旅館業の建築等に関し、草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例において、

事前手続が定められていることを勘案し、効率的な審査を行うため、審査会を整理統

合するものです。 

２ 内容 

旅館業の建築等の可否を決定する際に、あらかじめ諮問すべき審査会を、草加市旅

館業審査会から草加市開発事業等審査会に変更するための所要の改正を行うものです。 

３ 施行期日 

平成２１年２月３日 

 

第８０号議案 （仮称）草加市リサイクルセンター整備事業請負契約の変更契約の締結

について 

１ 目的 

（仮称）草加市リサイクルセンター整備事業について、工事場所から地中障害物が

発見され、これを除去する必要が生じたこと及び搬出する残土の処分方法を変更する

必要が生じたことから、工事費に増額が生じ、請負契約の変更契約を締結するもので

す。 

２ 契約金額の変更 

 ⑴ 原 契 約 の 金 額   １，８２７，０００，０００円 

 ⑵ 変更契約の金額   １，８７８，４５０，０００円 

 ⑶ 変更による増額      ５１，４５０，０００円 

３ 契約の相手方  極東開発工業株式会社 

 

第８１号議案 財産の取得について 

１ 目的 

  草加市土地開発公社の所有地について、（仮称）綾瀬川左岸防災公園用地として取

得するものです。 

２ 取 得 財 産  （仮称）綾瀬川左岸防災公園用地 

３ 取 得 面 積  １０，３００．０８平方メートル 

４ 取 得 価 格  ２，４３１，３３７，４５８円 

５ 契約の相手方  草加市高砂一丁目１番１号 

          草加市土地開発公社 

          理事長 田 口 嘉 則 
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第８２号議案 訴訟上の和解について 

１ 事件の概要 

原告は、平成１８年１２月１１日午後０時５０分頃、パート先の仕事終了後、草加

市柳島町１６１番地８の暗渠排水溝路上において、自転車の前かごの上に、玄関マッ

トを丸めて（重さ２．１キログラム・長さ８０センチメートル）、ハンドルと平行に

結わいつけて走行していたところ、幅４．４メートルの路上の左側から、中央に１．

６メートル入ったところに設置された高さ１メートル・幅１０センチメートルのポー

ルの左側部分に、玄関マットの右側部分が接触して、その場に転倒し、左大腿骨頚部

骨折の傷害を負った。 

原告は、草加市に対し、国家賠償法第２条第１項に基づいて、営造物（ポール）の

設置・保存に瑕疵があったとして、平成１９年１２月１１日さいたま地方裁判所越谷

支部に金１２，０００，０００円の支払いを求める訴訟を提起した。 

その後、さいたま地方裁判所越谷支部において訴訟を進める中で、裁判官から和解

の提案が行われ、その提案に基づき平成２０年１０月２１日同支部において当事者間

の合意が形成された。 

２ 和解の要旨 

 ⑴ 被告（草加市）は、原告に対し、本件解決金として金１５０，０００円の支払義

務があることを認める。 

 ⑵ 原告は、その余の請求を放棄する。 

 ⑶ 原告及び被告は、原告と被告との間には、この和解条項に定めるもののほか、何

らの債権債務がないことを相互に確認する。 

 ⑷ 訴訟費用は、各自の負担とする。 
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第８３号議案 ～ 第９２号議案 指定管理者の指定について 

№ 施設 指定管理者 指定期間

草加市瀬崎町1352番地3

瀬崎まちづくり市民会議

会長　田村秀雄

草加市高砂二丁目7番1号

アコス株式会社

代表取締役　木下博信

草加市手代町1009番地1

社団法人草加市シルバー人材センター

理事長　山﨑貞雄

草加市手代町1009番地1

社会福祉法人草加市社会福祉事業団

理事長　木下博信

さいたま市大宮区桜木町４丁目２４７番地ＯＳビル７Ｆ

草加市立氷川児童センター 大新東ヒューマンサービス株式会社埼玉支店

埼玉支店長　新葉直木

草加市住吉二丁目３番４３号コラール住吉１－１０５号

特定非営利活動法人さくらんぼ

理事長　檜森淑子

草加市手代町1009番地1

社会福祉法人草加市社会福祉事業団

理事長　木下博信

草加市手代町1009番地1

社会福祉法人草加市社会福祉事業団

理事長　木下博信

草加市手代町1009番地1

社会福祉法人草加市社会福祉事業団

理事長　木下博信

草加市高砂二丁目7番1号

アコス株式会社

代表取締役　木下博信

シティパーキングアコス

平成21年4月1日～
平成24年3月31日

（3年間）

6 草加市保育ステーション

平成21年4月1日～
平成24年3月31日

（3年間）

7 草加市立養護老人ホーム松楽苑

8 草加市在宅福祉センターきくの里

9 草加市知的障害者授産施設つばさの森

10

3 草加市立社会福祉活動センター

4 草加市総合福祉センターであいの森

5
平成21年4月1日～
平成26年3月31日

（5年間）

1

草加市立原町コミュニティセンター
草加市立稲荷コミュニティセンター
草加市立氷川コミュニティセンター
草加市立柳島コミュニティセンター
草加市立八幡コミュニティセンター
草加市立草加南ミニコミュニティセンター
草加市立草加北ミニコミュニティセンター
草加市立松原ミニコミュニティセンター
草加市立新田ミニコミュニティセンター

草加市高砂一丁目1番1号
草加市コミュニティ協議会
会長　鈴木敏男

草加市立瀬崎コミュニティセンター

2 アコスホール
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第９３号議案 市道路線の廃止について 

市道１１２０８号線ほか８路線は寄附を受け路線を延長するため、市道２０２３４号線 

は路線が重複していたため、それぞれ廃止する必要を認めた。 

   計 １０路線     総延長 ５７１．２７ｍ 

 

第９４号議案 市道路線の認定について 

市道１０５３号線は埼玉県から路線の引継ぎを受けるため、市道１１２０８号線ほか８

路線は寄附を受け路線を延長するため、市道１１５１９号線ほか６６路線は寄附を受けた

ため、それぞれ認定する必要を認めた。 

   計 ７７路線     総延長 ５，０６５．８５ｍ 

 

第９５号議案 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 人権擁護委員高橋昌夫氏は、平成２１年３月３１日をもって任期満了となるので、引き

続き同氏を人権擁護委員に推薦したく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会

の意見を求めるものです。 

 

報 告 

第２５号報告 専決処分の報告について 

１ 事故の概要 

平成２０年９月２３日午後３時１６分ごろ、消防署北分署の職員が救急搬送のため救

急車で県道草加流山線を走行中、草加市栄町一丁目１番２号地先の谷古宇橋交差点に

おいて、直進走行帯で右折動作に入った際、右折帯に停車中の自家用貨物自動車と接

触し、車両を損傷させたものです。 

２ 損害賠償の額 

  ７６，５４５円 

３ 専決処分日            

  平成２０年１１月１４日 


